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衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
各
大
臣
等
の
海
外
出
張
時
に
同
行
す
る
企
業
等
の
情
報
公
開
等
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
会
議
、
会
談
、
行
事
等
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
第
二
次
安
倍
内
閣
と
し
て
は
、

首
脳
を
始
め
と
し
た
閣
僚
レ
ベ
ル
に
よ
る
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で
の
間
に
、
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
に
よ
る
外
国
訪
問
に

参
加
（
部
分
的
な
参
加
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
民
間
企
業
等
の
関
係
者
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も

の
の
人
数
並
び
に
代
表
的
な
参
加
者
の
所
属
及
び
肩
書
き
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
同
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
四
日
に
か
け
て
ロ
シ
ア
連
邦
、サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
、

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
及
び
ト
ル
コ
共
和
国
を
訪
問
し
た
際
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
会
長
や
株
式
会
社
国
際

協
力
銀
行
総
裁
を
始
め
と
す
る
総
勢
百
十
八
社
三
百
八
十
三
人
が
参
加
し
た
。
茂
木
敏
充
経
済
産
業
大
臣
が
同
年
四
月
二
十

九
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
に
か
け
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
及
び
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
を
訪
問
し
た
際
、
同
連
合
会
日
本
コ

ロ
ン
ビ
ア
経
済
委
員
会
委
員
長
や
同
連
合
会
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
経
済
委
員
会
委
員
長
を
始
め
と
す
る
総
勢
五
十
七
社
六
十
七
人

一



が
そ
れ
ぞ
れ
参
加
し
た
。
赤
羽
一
嘉
経
済
産
業
副
大
臣
が
同
年
四
月
三
十
日
に
チ
ェ
コ
共
和
国
を
訪
問
し
た
際
、
株
式
会
社

東
芝
電
力
シ
ス
テ
ム
社
社
長
を
始
め
と
す
る
総
勢
二
社
四
名
が
参
加
し
た
。
菅
原
一
秀
経
済
産
業
副
大
臣
が
同
年
五
月
二
日

か
ら
同
月
四
日
に
か
け
て
モ
ン
ゴ
ル
国
を
訪
問
し
た
際
、
日
本
モ
ン
ゴ
ル
経
済
委
員
会
会
長
を
始
め
と
す
る
総
勢
三
十
七
社

八
十
五
人
が
参
加
し
た
。

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ら
の
同
行
者
の
決
定
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
出
張
の
目
的
等
に
合
わ
せ
て
適
切
な
民
間
企
業
等

に
関
心
の
有
無
に
つ
い
て
照
会
し
、
そ
の
上
で
、
各
民
間
企
業
等
に
お
い
て
、
関
心
に
応
じ
て
具
体
的
な
参
加
者
を
選
定
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
同
行
の
為
に
要
し
た
経
費
」
が
何
を
指

す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
参
加
者
の
旅
費
・
宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
民
間

企
業
等
が
負
担
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。

二


